
第５８号議案 

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和元年９月３日提出

加東市長 安 田 正 義

加東市条例第  号 

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１８年加東市条例第１０８号）の一部を次

のように改正する。

第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３条、

第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとす

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の規

定は、令和元年８月１日から適用する。 



第５８号議案 要旨

加東市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）及び災害弔慰金の支給等

に関する法律施行令（昭和４８年政令第３７４号）の一部が改正されたことに伴い、災害

援護資金の償還に係る運用の改善を図るため、所要の改正を行うものである。 

２ 改正内容 

法改正により、償還金の支払猶予及び報告等の規定が追加されたことによる条ずれに伴

い、文言及び引用規定の整理を行うこと。（第１５条関係） 

３ 施行期日  公布の日（令和元年８月１日から適用） 



新   旧   対   照   表

現       行 改   正   案

（償還等） 

第１５条 （略） 

２ （略） 

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、

法第１３条第１項及び令第８条から第１１条までの規定によるも

のとする。

（償還等） 

第１５条 （略） 

２ （略） 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金に

ついては、法第１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第

８条、第９条及び第１２条の規定によるものとする。 
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